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船舶事故調査報告書 

 

平成２４年１月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１月２８日 ２２時０５分ごろ 

発生場所 北海道えりも町えりも港南方沖 

えりも港南外防波堤西灯台から真方位１８１°３海里付近 

（概位 北緯４１°５７.８′ 東経１４３°０８.４′） 

事故調査の経過 平成２３年２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十八 龍
りゅう

宝
ほう

丸、９.７トン 

ＨＫ２－２２１５９（漁船登録番号）、個人所有 

１４.９９ｍ（Lr）×３.７６ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成４年１０月１日 

Ｂ 漁船 第三十八成徳
せいとく

丸、９.７トン  

ＨＫ２－２１６８３（漁船登録番号）、個人所有 

１４.４９ｍ（Lr）×３.９７ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５２７kＷ（漁船法馬力数）、平成４年１２月１８

日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成３年８月２３日 

 免許証交付日 平成２２年６月７日 

（平成２７年６月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５５年６月１２日 

 免許証交付日 平成１９年５月１７日 

（平成２５年４月７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 球状船首部に亀裂等 

Ｂ 右舷ほぼ中央部に破口及び操舵室右舷前方角損壊 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船長Ａが単独で操舵室の肘掛け及

び背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、えりも港沖を約９ノッ

トの速力で自動操舵により、マスト灯、舷灯及び船尾灯を点灯して南進し

た。 
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Ａ船は、船長Ａが南進を開始した頃から居眠りに陥り、平成２３年１月

２８日２２時０５分ごろえりも港南方沖でＡ船の船首部とＢ船の右舷中央

部とが衝突した。 

船長Ａは、本事故の前の約１週間、カニとスケトウダラの漁が続いてい

たことから、出港前から眠気を感じており、自動操舵により南進したと

き、強い眠気を感じていたことから、眠気を払拭しようとして椅子に腰を

掛けたまま煙草を１本吸ったが、その効なく居眠りに陥った。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、２１時５０分ごろ、えりも港南方

沖の漁場で機関を中立とし、マスト灯、舷灯、船尾灯、紅色全周灯及び前

部甲板を照射する作業灯８個を点灯して船首を南西方に向け、スケトウダ

ラの刺し網の揚網を開始した。 

船長Ｂは、操舵室から前部甲板の左舷側で行われている揚網作業を監視

していたところ、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

両船は、衝突後、自力で航行してえりも港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は自動操舵で南進中、Ｂ船は機関を中立と

して船首を南西方に向けて揚網中、えりも港南方

沖において、両船が衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、単独で操舵室の肘掛け及び背もたれ

付きの椅子に腰を掛けて操船に当たっていたとこ

ろ、居眠りに陥ったことから、Ｂ船に接近してい

ることに気付かなかったものと考えられる。 

船長Ａは、本事故の前の約１週間、カニとスケ

トウダラの漁が続いていたことから、睡眠不足の

状態であったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、えりも港南方沖において、Ａ船が自動操舵で南進中、

Ｂ船が船首を南西方に向けて揚網中、船長Ａが居眠りに陥ったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・操船中に眠気を催した場合には、椅子から離れて眠気を払拭する措置

をとること。 

・眠気が払拭できないときには、休息中の乗組員に操船を依頼するこ

と。 

 




